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Ⅴ その他の設備・機能等 
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Ⅴ その他の設備・機能等 
 新市庁舎は、「Ⅲ 基本的管理事項」で示した以外にも、様々な施設や 先端の設備・機能を備えた建

物となります。新市庁舎で働く全ての職員が、こうした新市庁舎の特性を十分理解して建物を使用する

ことで市民サービスの向上と、経済的で効率的な施設の管理・運営が可能となります。 

 本項では、新市庁舎が備える主な設備・機能等について、その概要や適切な管理・運営の在り方を明

らかにし、今後の具体的な管理・運用方法を検討します。 

 

１ エレベーター 

（１）配置・設置台数 

  ア 高層部（行政機能） 

  （ア）配置 

高層部（行政機能）のエレベーターは、３階のグランドロビーから利用します。高層部（行

政機能）のエレベーターは、３階から 31 階までを結び、３階～18 階までのグループ（A グル

ープ）、３階―11 階―18 階～25 階のグループ（B グループ）、３階―11 階―18 階－25 階～31

階（Cグループ）の３つのグループに分けます。 

３階、11 階、18 階は全てのグループのエレベーターが停止する階となり、また、25 階は B

グループ及び Cグループの２つのグループのエレベーターが停止する階となります。こうした

乗り継ぎ階でグループ間の乗り換えを行います。 

  （イ）設置台数・輸送能力（乗込率 80％の場合） 

    ａ Ａグループ 

      24 人乗りエレベーターを８台備え、約 360 人／５分の輸送能力を確保しました。 

    ｂ Ｂグループ 

      30 人乗りエレベーターを８台備え、約 340 人／５分の輸送能力を確保しました。 

    ｃ Ｃグループ 

      30 人乗りエレベーターを８台備え、約 310 人／５分の輸送能力を確保しました。 

  （ウ）混雑緩和 

     高層用のエレベーターは、自動的に運転状況を分析し、適切な利用予測を計算して利用者の

待ち時間を抑える「群管理方式」を採用し、 適な運転環境を確保するほか、主に出勤時の混

雑緩和を目的として、必要に応じて次の機能などを追加することを検討します。 
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機能 内容 

出勤時ピークサービス グランドロビー階（３階）を起点とした運転とし、空いたカゴは直ちにグランドロ

ビー階に戻って待機します。なお、出勤時以外は、利用実績に応じて自動

で待機階を学習し、利用頻度の高い階に分散待機する機能と自動で切り

替わります。 

出発階戸開 ロビー階では複数のカゴの戸が開いた状態で待機し、先発エレベーターを

ホールランタン（エレベーター到着を知らせる表示灯）により案内します。 

ドア・リオープン無効 閉じかけた戸をエレベーターホール側から開けることができなくなくすること

で、駆け込み乗車や定員に達したカゴの出発遅延を防止します。 

出発階の「閉」ボタン無効 エレベーター内部からの「閉」ボタンを無効にすることで、低乗車率での出発

を防止します。 

戸閉め開始時限の自動

調整 

乗り降りの人数に応じてカゴの戸の開閉時間を選択できます。 

先着リセット エレベーターホールからの呼び出しに対し、当初呼び出したカゴより先着す

るカゴがある場合には、当初の予約をリセットし、先着できるカゴをサービスし

ます。 

 

イ 業務用エレベーター等 

職員・来庁者用エレベーターとは別に、警備・清掃・物品搬出入など建物の管理・運営・メン

テナンスや、緊急時の避難用として業務用エレベーターを設置するほか、災害時に守衛などの緊

急動線となるエレベーターを設置します（どちらも通常は一般の方の利用は想定していません）。 

  

＜混雑緩和機能＞ 
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  ３１Ｆ   ● ● ● ● ●  

３０Ｆ   ● ● ● ● ●  

２９Ｆ   ● ● ● ● ●  

２８Ｆ   ● ● ● ● ●  

２７Ｆ   ● ● ● ● ●  

２６Ｆ   ● ● ● ● ●  

２５Ｆ  ● ● ● ● ● ●  

乗り継ぎ階 

２４Ｆ  ●  ● ● ● ●  

２３Ｆ  ●  ● ● ● ●  

２２Ｆ  ●  ● ● ● ●  

２１Ｆ  ●  ● ● ● ●  

２０Ｆ  ●  ● ● ● ●  

１９Ｆ  ●  ● ● ● ●  

１８Ｆ ● ● ● ● ● ● ●  

乗り継ぎ階 

１７Ｆ ●   ● ● ● ●  

１６Ｆ ●   ● ● ● ●  

１５Ｆ ●   ● ● ● ●  

１４Ｆ ●   ● ● ● ●  

１３Ｆ ●   ● ● ● ●  

１２Ｆ ●   ● ● ● ●  

１１Ｆ ● ● ● ● ● ● ●  

乗り継ぎ階 

１０Ｆ ●   ● ● ● ●  

９Ｆ ●   ● ● ● ●  

８Ｆ ●   ● ● ● ●  

７Ｆ ●   ● ● ● ●  

６Ｆ ●   ● ● ● ●  

５Ｆ ●   ● ● ● ●  

４Ｆ    ● ● ● ●  

３Ｆ ● ● ● ● ● ● ●  

 ２Ｆ    ● ● ● ●  

１Ｆ    ● ● ● ●  

 Ｂ１Ｆ    ● ● ● ●  

Ｂ２Ｆ    ● ● ● ●  

ＮＯ， １－８ ９－16 17－24 25 26 27 28  

 低層 

24 人乗 

中層 

30 人乗 

高層 

30 人乗 

物品用１ 

30 人乗 

物品用２ 

17 人乗 

業務用１ 

17 人乗 

業務用２ 

17 人乗 

 

主な用途 【職員・来庁者用】 

日常の移動 

（職員の出勤、退勤を含む） 

【業務用（物品・商業）】 

台車等を使用する職

員 

駐車場（B２F）を使用す

る職員 

清掃等の委託業者 

庁内物流委託業者 

物品の納品（直納）を

行う事業者 

 

【業務用】 

来賓、表敬訪問等 

車いす使用職員 

警備・非常用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜高層部（行政機能）・業務用エレベーター計画＞ 
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ウ 中層部（議会機能） 

中層部（議会機能）のエレベーターは、議会関係者用と一般用を設けることとし、議会関係者

用のエレベーターは、地下２階（駐車場）から中層部（議会機能）の 上階（８階）までの各階

に止まります。 

    一般用のエレベーターは、３階の議会機能エントランスから 上階（８階）までの各階に止ま

ります。 

一般用 24 人乗りを２台、議会関係者用 15 人乗りを２台設置します。 

  エ 低層部 

  （ア）配置・設置台数 

低層部の主な移動手段はエスカレーターを想定していますが、移動の利便性を向上させるた

めに、低層部用エレベーターを４台設置します。このうち 24 時間利用可能な、一般車駐車場

から建物外部に出入りができるエレベーターを設置します。また、地下２階の馬車道駅接続部

からアトリウム（屋根付き広場）内部の１階を結ぶエレベーターを１台備えます。 

このほか、低層部に入居する飲食店等への搬出入のため、地下２階から２階までを結ぶ商業

用エレベーターを１台備えます。 

  （イ）設置台数 

    ａ 地下２階から３階を結ぶエレベーター 

      15 人乗りエレベーターを１台、13 人乗りエレベーターを１台備えました。 

ｂ 地下２階から１階（アトリウム（屋根付き広場）内部）を結ぶエレベーター 

  13 人乗りエレベーターを１台備えました。 

ｃ 地下２階から２階までを結ぶ商業用エレベーター 

      15 人乗りエレベーターを１台備えました。 

 

 

８Ｆ     

７Ｆ     

６Ｆ     

５Ｆ     

４Ｆ     

３Ｆ ●   ● 

２Ｆ ● ●  ● 

１Ｆ ● ● ● ● 

Ｂ１Ｆ ● ● ● ● 

Ｂ２Ｆ （●） ● ● （●） 

ＮＯ， 33 34 35 36 

規格 
低層商業 

15 人乗 

低層商業 

サービス 

15 人乗 

地下接続 

13 人乗 

低層外部 

13 人乗 

主な用途 【来館者用】 【商業用】 【来館者用】 【来館者用】 

一般来館者 飲食店舗等

への納品 

一般来館者 

地下駐車場

からの来館者 

馬車道駅から

の来館者 

地下駐車場

からの来館者 

 

 

＜低層部エレベーター計画（検討中）＞ 
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（２）設備・仕様 

  ア 管制機能 

    全てのエレベーターは、地震を感知した際や停電時などに 寄りのフロアで停止する閉じ込め

防止機能などを備えます。 

  イ セキュリティ 

各エレベーターはセキュリティ設備と連動し、特定の階に止まらないようにしたり、特定の階

からは呼び出せないようにしたりするなどの制御を可能としています。 

高層用エレベーターの 24 台は、時間外の不法侵入を抑止するため、特定の時間以降はエレベ

ーターホールに設置したカードリーダーにセキュリティカードをかざしてエレベーターを呼び

出す、カード認証による運転制御についても検討します。 

 

（３）運転時間 

  ア 高層用 

    開庁時間（８時 30 分～17 時 15 分）を基準とし、職員の出退勤時間や来庁者の入退館時間など

を考慮して、運転時間の範囲を調整します。 

  イ 業務用 

    原則、24 時間運転とします。 

  ウ 中層用 

市会の運営状況などに応じて柔軟に運転できるよう、議会局事務室において運転をコントロー

ルできる制御盤を設置します。 

  エ 低層用 

    原則、市民利用機能や商業機能の開業時間、営業時間に合わせて運転し、１階各出入口の閉鎖

中（午前１時 00 分から午前４時 50 分など）は停止します。建物南西部に設置されるエレベータ

ーは、駐車場の利用を想定し、24 時間外部からの出入りも可能とする予定です。 

 

（４）メンテナンス 

   新市庁舎のエレベーターは、群管理やセキュリティ機能などに加えて地震時の管制運転など高度

な機能を備えた仕様となっています。 

また、故障時や地震後の復旧などにも迅速に対応する必要があるため、設置されたエレベーター

メーカー、又は当該メーカーが推奨する専門業者にメンテナンスを委託する方向で調整します。 
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エレベーター位置図 
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２ エスカレーター 

（１）配置 

   低層部の次の３か所に、エスカレーターを設置します。 

・１階アトリウム（屋根付き広場）から３階のグランドロビーまでをつなぐ動線 

・１階弁天橋方面出入口付近から３階のグランドロビーまでをつなぐ動線 

・地下２階（馬車道駅接続部）から１階アトリウム（屋根付き広場）までをつなぐ動線 

 

（２）設備・仕様 

各エスカレーターは昇り・下り双方向を設置し、合計で 12 台のエスカレーターを備えます。出

勤時間帯には昇り専用で運転ができるなど運転方向の切り替えが可能な仕様とし、運転速度は 20m

／分と 30m／分を切り替えられえる仕様とします。また、人感センサーを設置し、利用者がいない

ときは運転を停止して省エネルギー化を図ります。 

事故に備えて、衝突やはさみ込み、駆け上がりなどの防止機能を備えます。また、視覚障害者に

配慮して乗降場及び運転方向がわかるよう、音声などによる案内設備を設置します。 

 

（３）運転時間 

   エスカレーターの運転時間は、原則、アトリウム（屋根付き広場）の開館時間である４時 50 分

から 25 時 00 分までを基本としますが、実際の運用にあたっては、利用頻度や動線を踏まえ検討し

ます。 

 

（４）メンテナンス 

   エスカレーターは、多数の人員を輸送するための設備として高い効果がありますが、機構が複雑

であり、安定して安全に運転するためにはきめ細かいメンテナンスを行う必要があります。 

このため、設置されたエスカレーターメーカー又は当該メーカーが推奨する専門のメンテナンス

事業者に委託する方向で調整します。 
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エスカレーター位置図 
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３ 駐車場 

（１）地下１階駐車場（一般車用） 

ア 位置付け 

    現在の本庁舎の一般車用駐車場は、来庁者及び市民等の利便に資するよう、公の施設として設

置されています。新市庁舎においても、様々な方が利用する駐車場となることが想定されるため、

現在の本庁舎の駐車場の位置付けを引き継ぎ、公の施設として駐車場を整備します。 

    なお、原付についても、動線上の安全確保の観点から、自転車駐車場ではなく駐車場を利用す

ることとし、地下１階駐車場に自動二輪車等用の駐車場を整備します。 

イ 配置・駐車台数等 

  （ア）配置  

     自動車・自動二輪車等による主要なアプローチは栄本町線からとなります。 

     地下１階の駐車場は自走式の平置き駐車場とし、障害者等用駐車スペースを５台分程度設け

ます。障害者等用駐車スペースについては、利便性を考慮し、低層用エレベーターの近くに設

置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）駐車台数 

     一般車用 180 台程度（障害者等用駐車スペースを含む。）、自動二輪車等用 60 台程度。 

一般駐車スペース 

自動二輪車等駐車スペース 

地下１階平面図 
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  ウ 設備・仕様 

駐車場の出入口付近にゲートを設け、入退場を管理します。 

自動車と自動二輪車等は入庫の動線を分ける計画とし、駐車時間に応じて料金を徴収できるシ

ステムを設置します。原則として車高 2.1m まで駐車可能としますが、障害者等用駐車スペース

は車高 2.3m まで駐車可能とします。 

建物の駐車場出入口付近のわかりやすい場所に、満空車表示盤を設置します。満空車表示は一

般車のほか障害者等用駐車スペースの表示も別途設けます。 

また、電気自動車用急速充電器を２台設置します。１階には燃料電池車に水素燃料を充填でき

る簡易型水素ステーション用のスペースを用意し、今後、法規制の緩和や管理コストの低減、機

器の性能向上が図られ、課題が解消された場合に設置できるよう計画します。 

なお、駐車場監視室は地下１階に設け、各ゲートを監視するとともに、故障の際などは相互通

話可能なインターホンにより対応します。 

エ 利用時間 

    24 時間（無休）利用できることを前提に、状況によっては利用時間を制限できるよう開閉をコ

ントロールします。 

オ 利用料金 

新市庁舎の駐車場は、現在の本庁舎での駐車場の位置付けを引き継ぎ、公の施設として整備し

ます。また、利用料金制を採用し、条例に規定する利用料金の上限以下の金額を徴収します。加

えて、新市庁舎では原付も駐車場を利用することから、原付の料金の徴収について条例や規則等

に規定します。 

新市庁舎駐車場における、料金上限額設定は、自動車の場合、現行の料金体系を維持し、30

分ごとに 300 円、自動二輪車及び原動機付自転車の場合は、近傍駐車場の料金などを参考に設定

し、30 分ごとに 50 円としています。 

カ 駐車場管理者等 

    地下１階駐車場は、条例に基づき、指定管理者が管理を行います。 

キ 禁止事項の追加 

放置自転車等に対応することを想定し、連続して７日を超えて車両を駐車することを禁止事項

として、規定します。 
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（２）地下２階駐車場（公用車等用） 

ア 位置付け 

    現在の公用車等駐車場は、庁舎として位置付けています。新市庁舎の地下２階駐車場は、地下

１階駐車場に比べ、利用者が限定される上、動線やセキュリティなどの面で庁舎本体と密接に結

びついていることから、地下２階駐車場は、現在の本庁舎の位置付けを引き継ぎ、庁舎と位置付

けます。 

イ 配置・駐車台数等 

  （ア）配置  

     自動車・自動二輪車等による主要なアプローチは栄本町線からとなります。ただし、緊急用

動線として、馬車道公共駐車場を介して国道 133 号から進入できる動線並びに横浜アイランド

タワー駐車場を介して国道 133 号及び栄本町線へ退出できる動線を用意します。 

     平置きと機械式を併用した駐車場とし、機械式には公用車を配置します。障害がある職員に

配慮し、障害者等用駐車スペースを４台程度設け、執務フロア等までの移動の利便性を考慮し、

エレベーターへアクセスしやすい配置とします。 

また、荷捌き用駐車場は宅配便などの搬出入、廃棄物収集などの業務サービス車両の駐車場

として使用する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）駐車台数 

     公用車（平置き 35 台、機械式 70 台程度）・議会関係車・商業機能関係者用 190 台程度、荷

捌き用 15 台程度。 

       

地下２階平面図 

議会関係者駐車スペース 

公用車等駐車スペース 
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  ウ 設備・仕様 

駐車場の出入口付近にゲートを設け、入退場を管理します。公用車等用であることから、原則

として料金は発生しません。平置きの駐車スペースは、原則として車高 2.1m まで駐車可能とし

ますが、障害者等用駐車スペースについては 2.3m まで駐車可能とします。 

また、地下２階駐車場は、利用者が限定的であることから、ナンバー読み取りによりゲートを

開閉することを基本とします。ゲートは地下１階の駐車場監視室又は地下２階に設ける搬出入業

者受付から監視し、物品の搬入業者の入場や故障の際など、別途対応が必要な場合は相互通話可

能なインターホンにより対応します。 

機械式は４つのサイズを用意しますが、今後、公用車を購入する際は、車室のサイズを考慮し

て購入する必要があります。 
 
 

幅 長さ 高さ 

1,700 ㎜ 4,700 ㎜ 1,550 ㎜ 

1,700 ㎜ 4,700 ㎜ 1,700 ㎜ 

1,800 ㎜ 4,700 ㎜ 1,550 ㎜ 

1,800 ㎜ 4,700 ㎜ 2,000 ㎜ 

   

エ 利用時間 

    24 時間（無休）利用できることを前提とし、状況によっては利用時間を制限できるよう開閉を

コントロールします。 

    また、駐車場の規模を考慮し、適切な駐車スペースを確保するため、区役所等から公用車で来

庁する場合には、事前に駐車申請を行うなど、一定のルールを設けることも検討します。 

オ 利用料金 

    公用車等の駐車場は、原則として料金は発生しませんが、商業機能関係車用駐車スペースにつ

いては使用料を徴収する可能性があります。 

カ 荷捌きスペース 

    物品搬出入や各種メンテナンス事業者及び各テナントへの納品事業者などが一時的に車を停

車させて荷降ろしするための荷捌き場を地下２階に設置します（15 台程度）。 

キ 駐車場管理者等 

    現在の本庁舎の公用車用駐車場については、本市の直営により管理を行っています。新市庁舎

の地下２階駐車場も庁舎と位置付け、管理主体は総務局とします。今後、管理・運用の方法を、

地下１階駐車場との連携や庁舎全体の管理の方法と併せて更に検討します。 

    さらに、隣接する横浜アイランドタワーの地下駐車場や馬車道公共駐車場との管理・運営上の

連携についても関係事業者間で協議します。 

  

＜機械式駐車室サイズ一覧＞ 
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（３）１階車寄せ 

ア 位置付け 

    １階に設ける車寄せは、メインエントランスとして迎賓機能の役割を果たすとともに、公用車

などの車寄せに使用します。 

イ 配置・駐車台数等 

  （ア）配置  

     主要なアプローチは栄本町線からです。 

  （イ）駐車台数 

     一時待機用５台程度、大型バス３台程度 

  ウ 設備・仕様 

通常時は、出入口付近にポールなどを設け、一般車の進入は原則として禁止します。また、来

賓や表敬訪問など、公務により使用する必要があるときは、あらかじめ担当部署から使用につい

て申請を受け、事前に認められた自動車等の進入を許可します。 

 

（４）公共交通機関（バス・タクシー） 

  ア バス乗り場 

    国道 133 号側の新市庁舎敷地沿いの「馬車道駅前」バス停を利用できます（桜木町駅を起点と

するバスが停車します。）。 

なお、桜木町駅から大岡川を跨ぐ人道橋が整備されるため、新市庁舎の２階から桜木町駅前バ

ス停までのアクセスが向上します。 

  イ タクシー乗り場 

公共交通機関としてのタクシーの公共性に着目し、地下１階駐車場においてタクシーの乗降が

可能なスペースを１台分、待機用の駐車スペースを３台分設置します。 

タクシーの待機状況については、駐車場入口や１階総合案内で確認できるよう表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タクシー乗り場（地下１階） 
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４ 自転車駐車場 

（１）位置付け 

新市庁舎においては、駐車場同様、自転車駐車場も多様な目的を持った方が利用することが想定

されます。自転車駐車場も駐車場同様、来庁者及び市民等の利便性に考慮し、公の施設と位置付け、

駐車場と併せて指定管理者制度を導入します。 

 

（２）配置・駐輪台数 

自転車は栄本町線から自転車駐車場に進入します。１階に自転車駐車場への出入口を設け、中２

階を備えた２層構造とします。また、駐輪後に建物外に出ることなく新市庁舎へ入れる自転車駐車

場出入口を設置します。 

   自転車駐車場：約 130 台 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用時間 

   24 時間（無休）利用を前提に、状況によっては利用時間を制限できるようシャッターなどにより

開閉をコントロールします。 
 

（４）利用方法・利用料金 

自転車駐車場の利用料金は、利用者の利便性及び他都市の状況を参考に設定しました。120 分ま

で無料とし、その後、120 分ごとに 100 円とします。また、放置自転車等に対応することを想定し、

連続して７日を超えて車両を駐車することを禁止事項として、規定します。 

 

（５）自転車駐車場の管理者 

新市庁舎の自動車、自動二輪車等と併せて１つの公の施設とし、同一の指定管理者により管理し

ます。 

  

自転車駐車場位置図 
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５ 荷捌き場等 

（１）配置 

ア 荷捌き場（地下２階） 

行政機能、アトリウム（屋根付き広場）、市民利用機能、商業機能などへの物品などの搬出入

の際に、駐車場を円滑に運用できるよう、搬出入用荷捌き場を業務用エレベーターに近接して設

置します。付近には文書中央集配所、学校ポストを配置し、効率よく搬出入ができるようにしま

す。 

イ 庁内物流荷物スペース 

    庁内物流が必要と判断された場合には、市庁舎に搬出入される様々な物品を各フロアに配送す

るために一時的に物品を置くスペースが必要なため、荷捌場の近くに物品を保管できるスペース

を設けます。 

 

（２）設備・仕様 

ア 荷捌き場 

６台分の荷捌き用駐車スペースと隣接し、更に近接して４台分の荷捌き用駐車スペースを設け

ます。             

  また、物品搬出入用の台車などから壁面を防護するための台車ガードなどを設置します。 

  駐車場側、建物側の出入口の幅は 1.2ｍ以上とし、扉は両開き又は親子開きとし、一部は自動

ドアとします。 

  配送業者などの搬出入の受付や入退館確認を行うため、荷捌き場に近接して搬出入業者等受付

を設けます。搬出入業者等受付には委託の警備員等が常駐し、地下２階から他の階に移動する業

者を適切に管理し、案内します。 

   イ 庁内物流荷物スペース 

       庁内物流が導入された場合には、配送された荷物を一時的に保管するスペースを設けられるよ

うあらかじめ必要な準備を行います。 
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６ 周縁部 

（１）広場 

  ア 配置 

    アトリウム（屋根付き広場）と栄本町線との間に、緊急車両やイベント時の資材搬出入車、献

血車などが乗り入れ可能な広場を設けます。この広場からメインエントランス付近に、国旗・市

旗などを掲揚するための旗竿（３本）を設置します。 

    また、北仲橋、弁天橋のたもと付近にそれぞれ水辺広場、橋詰広場を設けるとともに、アトリ

ウム（屋根付き広場）と国道 133 号の間には南プラザ、栄本町線の間には北プラザを設けます。 

  イ 設備・仕様 

    各広場には、各種イベントにも対応できるよう表示盤や給排水設備を４か所程度設置します。 

    また、周辺環境と調和した緑化・植栽を施します。 

 

（２）水辺の憩い空間 

  ア 配置 

    大岡川沿いに水際線プロムナードの一環として、親水性に配慮した水辺の憩い空間を設けます。

アトリウム（屋根付き広場）や商業機能などとのつながりを意識した配置とし、全体として回遊

性の高い空間とします。 

  イ 設備・仕様 

    水辺の憩い空間は、来館者・来庁者が快適に過ごせるように、商業機能と一体化したテラス部

分と、主に通行の用に供するプロムナード部分に区分し、実際の利用状況を想定した管理・運営

を検討します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水辺の憩い空間 
（竹中・西松建設共同企業体提案（平成 27 年 10 月）） 

水辺の憩い空間イメージ 
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（３）２階デッキ 

  ア 配置 

    大岡川沿いの２階部分に建物低層部に沿ってデッキを設けます。２階デッキへは、周辺道路か

らアクセスでき、津波発生時には緊急避難場所として活用できます。 

    また、にぎわいづくりや回遊性に配慮した計画とし、桜木町駅方面からの人道橋との接続や、

将来的には北仲通北地区との接続も想定しています。 

  イ 設備・仕様等 

    幅員は４～６ｍとし、１階とつながる階段を２か所設けます。 

 

（４）広場・水辺の憩い空間・２階デッキの管理 

  ア 管理者 

    周縁部については、原則、総務局管理課が管理します。 

  イ 利用時間 

    原則、24 時間開放とします。ただし、２階デッキについては、セキュリティ確保の観点から閉

鎖することが必要な場合には、利用時間を制限できるような仕組みを検討します。 

 

（５）馬車道駅接続部・横浜アイランドタワー接続部 

   新市庁舎は、地下２階で馬車道駅と接続し、エスカレーター、エレベーター及び階段で１階のア

トリウム（屋根付き広場）へアクセスできます。 

   これらの接続部には、アトリウム（屋根付き広場）の開館時間に合わせて開閉することができる

シャッターなどを設置します。 

   横浜アイランドタワー接続部のエリアについては、総務局管理課が管理します。 

   具体的には、セキュリティの観点から、守衛又は警備員による巡回、開館時間に合わせたシャッ

ターなどの開閉、監視カメラの設置などが考えられます。 
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（６）コミュニティサイクル（ベイバイク） 

現在の本庁舎に設置されているコミュニティサイクル（ベイバイク）置場（ポート）を、新市庁

舎にも設置する計画とします。 

栄本町線沿いの外構に 14 台程度が設置できる置場を設け、視認性に配慮するとともに、公道へ

アクセスしやすい配置とします。 

コミュニティサイクルは都市整備局が所管しており、都市整備局が委託により管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティサイクル（ベイバイク）設置予定地 
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７ 植栽 

（１）緑のカスケード 

   壁面に沿って、階段状に緑のカスケードを設置し

ます。水際線プロムナードに沿って、立体的に配置

します。 

 

（２）配置 

   大岡川沿い周辺は、落葉樹を中心とした樹種を使用

し、アトリウム（屋根付き広場）の周囲は常緑樹を使

用します。常緑樹は横浜アイランドタワーとの間のビ

ル風に備え、既存の常緑樹と合わせて、防風効果も期

待できる樹種とします。配置については、街区のつな

がり、管理面も考慮に入れた上で樹種を選定し、検討

を進めます。 

 

（３）設備・管理方法 

現在の本庁舎では、総務局管理課が植栽を管理し、委託した事業者が潅水や剪定などを行ってい

ます。植栽管理の技術的事項については、環境創造局が対応しています。 

敷地内の植栽への日常的な水やりは、自動潅水設備を設置することで対応します。また水際線プ

ロムナードの木は、高所作業車やパッカー車、軽トラックでメンテナンスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑のカスケード 

（下段：アクロス福岡） 

樹木の配置図 

常緑樹をメイン 落葉樹をメイン 
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８ 掲示板・ディスプレイ 

現在の本庁舎の掲示板は、掲示期間の確認などの管理や、掲示スペースの不足などの課題がありま

す。このような状況を改善し、情報伝達の効果を高めるため、新市庁舎ではネットワークを利用した

電子機器による情報発信（デジタルサイネージ）を積極的に導入します。 

 

（１）掲示板 

告示・公告や公報などを掲示する屋外掲示板は、栄本町線側の１階メインエントランスの車寄せ

付近など、主要な動線上に設置します。屋外掲示板のサイズは、幅３ｍ×高さ 1.5ｍのものを２面

設置し、夜間でも確認できるように内部照明を備えます。 

 

（２）ディスプレイ 

   配置の考え方 

ア 案内用デジタルサイネージ 

低層部に設置するデジタルサイネージのうち、主要な出入口付近や、１階の総合案内及び３階

の行政機能受付までの動線上には、案内用のデジタルサイネージを設置します。このデジタルサ

イネージは、備え付けてある案内用のサインと組み合わせて、初めて来庁した方でも総合案内等

まで誘導できるように設置します。 

イ イベント用デジタルサイネージ 

アトリウム（屋根付き広場）を中心に、可動式デジタルサイネージを備え、イベント等に合わ

せ配置を変更できるよう計画します。 

ウ その他のデジタルサイネージ 

執務スペース内のコミュニケーションエリアなど、職員への効果的な情報提供ができる場所に

設置します。 

 

（３）想定されるコンテンツ 

    ア 共通事項 

    災害時などの非常時には、各サイネージに中央監視室からの情報を緊急的に流せるようにしま

す。地震の情報や避難経路を示し、安全に行動するための情報を提供します。 

  イ 案内用サイネージ 

    タッチパネル式のサイネージを採用し、来館者が自らフロア図や商業店舗の情報を得られるよ

うにします。 

   ウ イベント用サイネージ 

    イベント案内やデジタルアートなどを表示し、他の目的で来庁した人にもイベント情報などを

提供できるようにします。また大型サイネージ及びスクリーンは、開催されているイベントの様

子などを表示するほか、パブリックビューイングなどの使用も想定しています。 

 エ その他のサイネージ 

   ３階の行政機能受付や 18 階会議室フロアでは、当日に行われる会議の内容などの情報提供を

行います。 
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（４）管理・運営 

   現在の本庁舎の掲示板は総務局管理課が管理しています。 

   新市庁舎においても、告示・公告や公報などに用いる屋外掲示板は総務局管理課が管理すること

になります。 

ディスプレイの管理は、デジタルサイネージの運用の仕組みと密接に関係するため、設置場所や

発信する情報の内容なども考慮して、管理・運営主体を今後検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 寄贈品等の展示ブース 

（１）配置 

海外の姉妹都市などからの寄贈品や、本市の歴史・文化・発展などの魅力を伝える品々を展示す

るための展示ブース（ガラスショーケース）を、市民の皆さまや国内外からのお客様にも見てもら

えるよう１階に設置します。 

 

（２）設備・仕様 

幅５ｍ×奥行き１ｍ×高さ２ｍ程度の壁面埋め込み型とし、芸術性・希少性の高い展示品にも対

応できるよう、適切な照明、施錠機能を備えます。 

 

（３）管理者 

現在の本庁舎の展示ブースは国際局が所管しており、海外の姉妹都市からの寄贈品などを展示し

ています。新市庁舎においても海外の姉妹都市との関係などを考慮し、国際局を中心に管理・運営

を行います。 

  

アトリウムに設置された大型ディスプレイ活用イメージ 

（アオーレ長岡） 

ディスプレイを活用した情報発信イメージ 

（アオーレ長岡） 
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10 トイレ 

（１）配置 

  ア 高層部（行政機能） 

    高層部（行政機能）では、来庁者が極めて少ないフロアも想定されることから、設置するトイ

レは、原則として職員用と来庁者用の区別は行いません。各階の執務エリアはセキュリティの観

点から、職員専用のエリアとなりますが、トイレは執務エリア外の共用部に配置するため、来庁

者も利用できます。 

高層部（行政機能）の全フロアに、車いすやオストメイトなどが利用できる「多機能トイレ」

を設置します。 

  イ 低層部 

    低層部のトイレは、アトリウム（屋根付き広場）や市民利用機能、商業機能など不特定多数の

来館者の利用が想定されます。このため、アトリウム（屋根付き広場）におけるイベント開催時

などにも対応できるよう、配置や箇所数に配慮します。 

また、男女両方にオストメイトや乳幼児連れの方に配慮した設備を設けるとともに、多機能ト

イレを各フロアに設置します。多機能トイレは、使い勝手に配慮し、操作部を左右入れ替えたも

のをバランスよく配置します。 

    また、一般用とは区別したエリアに、関係者（職員、テナント従業員など）が使用するトイレ

を設置します。地下１階及び地下２階にも、駐車場利用者用トイレを設置します。 

（２）設備・仕様 

トイレは全て温水洗浄便座とします。また、トイレ内の照明には人感センサーを設置し、無人の

際の電力消費を抑えるとともに、緊急時呼出装置を設置します。 

将来の男女比の変動に柔軟に対応することができ、かつ、改修工事の際に極力不便を生じないよ

う設置箇所数や配置などに配慮した計画とします。 

また、コスト削減の観点から、清掃やメンテナンスがしやすい床材・仕上げとするとともに、セ

キュリティにも配慮して、インターホンや非常時の監視機能などを備えます。 

なお、高層部（行政機能）と中層部（議会機能）は、昼食後の職員、議会関係者などの歯磨き利

用にも配慮したスペースなどを設けるとともに、議会傍聴席のある中層部（議会機能）については、

おむつ交換用のベビーベッド、ベビーチェアも設置します。 

 

11 自動販売機 

高層部（行政機能）の各フロアには、災害時への備えや歳入の確保を目的として、自動販売機を設

置するためのスペースを設けます。 

低層部（商業機能）については、１階及び２階に自動販売機設置スペースを設け、商業施設運営事

業者が運営します。 

設置場所は、各フロア共用部に１台程度、コミュニケーションエリアに１台程度を想定しており、

缶・ペットボトル式に加え、一部の階にはカップ式自動販売機も設置します。設置方式は現市庁舎と

同様に公有財産の貸付を基本とし、事業者により設置することを想定しています。 

 



142 
 

12 喫煙スペース 

現在の本庁舎における喫煙スペースは、分煙対策を徹底するとともに、副流煙対策なども考慮して

屋上部分に設置しています。 

新市庁舎における喫煙スペースの設置については、法改正などの国の動向も注視しつつ、高層部（行

政機能）、中層部（議会機能）、低層部の区域ごとに、喫煙に対するニーズや分煙・副流煙対策などを

考慮して設置の有無を検討します。 

なお、喫煙スペースを設置する場合は、受動喫煙対策を徹底します。 

 

13 館内放送 

（１）放送設備と対象範囲 

  ア 全館放送設備 

新市庁舎には、高層部（行政機能）、中層部（議会機能）、低層部の全館にわたって業務案内な

どを放送できる設備を備えます。この設備は、放送室及び中央管理室でコントロール（業務放送）

するもので、消防法に定める非常用放送を兼ねており、平常時には各執務スペースや会議室など

の居室ごとに音量を調整することができ、発災時などには自動的に非常用放送が流れます。 

非常時を知らせる放送は、２か国語（日本語・英語）とし、自動音声で対応します。 

  イ 個別放送設備 

高層部（行政機能）の共用会議室、レクチャールーム、レセプションルーム、中層部（議会機

能）の視察受入・迎賓用会議室、低層部のアトリウム（屋根付き広場）、市民協働・共創スペー

スなどについては、会議などで使用することを想定し、壁や天井への埋め込み型のスピーカーや

専用のマイクの設置について検討します。 

  ウ 低層部の放送環境 

新市庁舎の館内放送は、館内全体だけでなく一部のエリアを選択して放送することも可能とす

ることで、用途に応じた放送環境を提供します。特に、アトリウム（屋根付き広場）や商業機能

などにおいては、音楽の演奏や映像の上映など、放送設備を使用した様々なイベントなどが実施

されることも想定されるため、そうした環境にふさわしい放送環境を確保します。 

 なお、低層部には市民相談室のように静謐
せいひつ

な環境を必要とする機能も配置されますので、そう

した機能への影響も考慮しながら放送設備や施設・機能などを配置します。 

 

（２）音声誘導装置 

視覚障害者も安心して施設を利用できるよう、総合案内や行政機能受付、市民情報センターなど

への誘導を支援するための音声誘導装置を主に低層部に設置します。また、エレベーターやエスカ

レーターも、音声案内機能を備えた仕様とします。 

 

14 公衆無線ＬＡＮ 

新市庁舎のしゅん工する予定の平成 32 年は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催年で

もあり、国内はもとより海外からも多数のお客様が本市を含む首都圏に訪れることが期待されます。 
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国においては、総務省に設置された「地方のポテンシャルを引き出すテレワークや Wi-Fi 等の活用

に関する研究会」の中で、「全国的な Wi-Fi 環境の整備に向けた方策」が平成 27 年５月に報告されて

います。この報告では、Wi-Fi を光ファイバーや携帯電話などのブロードバンド網と補完的な役割を

果たす重要なインフラであると位置づけており、観光、防災・減災、住民サービス向上、行政事務の

効率化を目的に、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年に向けて、自然公園、

都市公園、博物館、観光案内所、文化財施設、避難場所、避難所、官公署を Wi-Fi 環境整備の対象箇

所とすべきである、とされています。 

本市においても、中期４か年計画（2014-2017）の「未来のまちづくり戦略」において、Wi-Fi 等

の通信環境の整備を掲げており、こうした背景も踏まえて、新市庁舎においてもホスピタリティあふ

れる魅力あるにぎわい空間の実現に向けて、アトリウムを中心とする低層部の共用部をカバーできる

ような公衆無線ＬＡＮ環境の整備を進めます。 

 

15 携帯電話不感知対策 

新市庁舎は超高層ビルであるため、携帯電話の電波が届かないエリアが発生します。 

庁舎利用者の利便性や防災用途において携帯電話は欠かせない通信手段であるため、新市庁舎内に

携帯電話不感知対策を実施し、携帯電話の利用を可能にします。 

 

16 通信の外部接続 

建物外部から引き込んだ通信線は専用の配管で高層階へ接続します。低層部の商業施設等で使用す

る通信線は行政用途と明確に区分します。 

また、将来の通信回線増設用に建物地下に通信引込用開口部を設けたほか、馬車道駅接続口から通

信線を別途導入できるよう、管路を整備します。 

 

17 サーバールーム 

新市庁舎に庁舎内で利用するシステムのサーバ及びネットワーク機器を設置するサーバ室を設置

します。 

サーバールームの設備として停電時無停電電源装置、効率的空調装置等の設備を備えるとともに、

格納されるデータを保護するための厳格なセキュリティ管理を行います。 

サーバールームに格納する機器はすべて施設管理者の承認を得たものに限り、不十分な機器管理を

防ぐとともに、将来必要となる更新機器設置スペースを確保します。 
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